教職員の負担軽減に関する項目
職場環境等の整備に係る合理的配慮に関しては、障がい者である職員の方からの職業生活に関する相談及び合理的配慮の申出等の相談窓口となる障がい者職業生活相談員を選任し、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」を策定している。同計画に基づき、障がい者の活躍を推進するための環境整備を進めてまいる。
障害者の雇用の促進等に関する法律等の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教職員の配置については、標準法に基づき、学級数に応じて措置することを基本にするとともに、障がいの重度重複化への対応や、障がいの種別に応じた指導の充実などを図るため、それぞれの学校の状況を踏まえて、教員の加配措置を行っている。
今後とも、支援学校における教育水準や教育課題への対応等を踏まえつつ、法令に基づく定数を確保していく中で、適正な教員配置に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
学校における年度途中の欠員や産育休の取得に対する代替措置については、学校運営に支障が生じないよう必要な措置を講じている。
しかしながら、一部の学校では、候補者が見つからず、必要な講師が速やかに配置されず、欠員となっている状況があることは、重く受け止めている。
府教委では、講師の充足状況を毎月、各府立学校長から聞き取り、新規講師登録者や現在任用されていない講師登録者の情報を逐次共有するなど、各学校長と連携、協力し、代替講師の速やかな配置に努めている。
また、代替講師の人材を確保するため、府や市町村の関係施設等での講師募集チラシの配付やインターネット媒体を活用したＰＲ、講師登録説明会の開催に加え、令和４年度からは新たにペーパーティーチャーを対象とする研修（教員スタートアッププログラム）を実施している。
加えて、年度途中の講師確保が困難な状況が続いていることを踏まえ、国による財源措置を活用し、令和５年度より支援学校の小中学部を対象とした前倒し任用を実施している。
今後とも、各学校長と連携、協力して必要な講師等の配置に努め、適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教職員等の配置については、標準法に基づき、学級数に応じて措置することを基本にするとともに、障がいの重度重複化への対応や、障がいの種別に応じた指導の充実などを図るため、それぞれの学校の状況を踏まえて、教員の加配措置を行っている。
今後とも、支援学校における教育水準や教育課題への対応等を踏まえつつ、法令に基づく定数を確保していく中で、適正な教員配置に努めてまいる。
また、事務職員につきましても、標準法に基づく配置を基本として学校の実情も考慮しながら配置を行っている。
事務処理体制につきましては、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努め適切に対応してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教職員の配置については、標準法に基づき、学級数に応じて措置することを基本にするとともに、障がいの重度重複化への対応や、障がいの種別に応じた指導の充実などを図るため、それぞれの学校の状況を踏まえて、教員の加配措置を行っている。
今後とも、支援学校における教育水準や教育課題への対応等を踏まえつつ、法令に基づく定数を確保していく中で、適正な教員配置に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
代替講師の任用については、原則として任用事由が存続している範囲内で任用している。
寄宿舎指導員の採用については、今後の寄宿舎の運営方針を踏まえ、その可否を判断してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
栄養教諭・栄養職員に代替措置が必要となった場合には、これまでも、校長・准校長と協力し、代替職員の確保に努めてきた。
また、各市町村教育委員会に対しても、代替職員の紹介を依頼するなど、様々な手立てを講じることで、速やかな代替職員の確保に努めてきた。
今後とも、代替職員の速やかな確保に資するよう、効果的な手立ての検討実施に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
校長マネジメント経費は、校長・准校長が学校経営計画を実現するためにその責任と権限において裁量で執行できる予算として、全ての府立学校に対して配当している。校内での使途については、校長・准校長のリーダーシップのもと、それぞれの取組みに係る予算を精査し、予算の範囲内で効果的に活用されていると認識している。

